
1詳細は裏面をご覧ください

無料!!

防災力向上、認知症対応どちらか一方のみへのお申込みも可能です

マンション管理組合の皆様へ

居住者の高齢化が進んできた…
今後認知症の方が増えるかも…

管理運営への影響は︖
対応はどうしたらいいの︖

認知症対応
首都直下地震が心配…

管理組合として防災対策に取り組み
たいけど、どうしたらいいの︖

防災力向上

こんなお悩みありませんか︖
東京都がマンション管理士を派遣します︕

マンション管理士を派遣し、
実践的なノウハウの提供や手続の支援、

円滑な合意形成に向けたアドバイス等を行います
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一般社団法人東京都マンション管理士会の以下HPからお申込み
ください。
https://www.kanrisi.org/page-1986/

➢　都内のマンション管理組合
➢　１管理組合につき、防災力向上と認知症対応それぞれ１回まで

（御希望により、同一テーマでの２回派遣とすることも可能です。）
➢　無料

（参考）東京とどまるマンションのご案内

東京都では、災害による停電時でも、自宅での生活を継続しや
すいマンションを「東京とどまるマンション」として登録・公
表し、普及を図っています。

「東京とどまるマンション」に登録した管理組合等を対象に、
簡易トイレ・防災キャビネットなどの防災備蓄資器材の購入費
用、EVなどの非常用電源設置費用等への補助を実施しています。

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-touroku.html

https://www.mansion-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/kanri/02lcp-shien.html

補助金

東京とどまるマンション情報登録・閲覧制度

東京とどまるマンションの支援制度

派遣対象・回数・利用料

マンション管理士によるアドバイスの内容

お申込み

事業に関するお問合せ先
東京都住宅政策本部民間住宅部マンション課マンション管理担当
電話︓０３－５３２０－５００４ Eメール:S1090503@section.tokyo.jp

➢　認知症の可能性のある居住者への理解や対応方法
➢　介護や医療等の適切な支援につなげるための地域包括支援

センター等との連携方法
➢　バリアフリー改修を含めた長期修繕計画の策定　など

➢　自主防災組織の設置や強化の方法
➢　居住者等名簿の作成方法
➢　発災時の緊急対応を規定した管理規約の整備方法　など

防災力
向上

認知症
対応
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